
法人名 事業年度又は
違結事業年度

平成  年   月   日 から

平成  年   月   日 まで

年4 0 0 万円 以 下 の 金 額 ③ 掻炎騒懸
の規定によつて計算した(⊃

緊螺盟薔騨叡継縁⑩ 啓輸軽篠義
の額に係る法人税額?②

年8 0 0万.円を超 える金額 ① みなし配当の250/。相当額の控除額 ③

計 ③十①十①  ② 還付 法 人税 額等 の控 除額 ④

軽減税率不適用法人の金額 (0

清 算 所 得 金 額 ⑭ 糟企整済塞鞄贔著粂
の況宇

による所⑥

罰軽聯鍮解;   銘 督
l⑦

する部分の金額に係る法人税相当額

資 本 金 等 の 額 ① 差  引  計

③
①十②一③一④十⑤十⑥十⑦

1.従 業者数        3.事 務所又は事業所数

2.固 定資産の価額     4.軌 道の延長キ由メートル数
適用する事業税の分割基準

事務所又は事業所

分 割 課 税 標 準 額

分 害J

課 税

標準額

名 称 及 び

所  在  地

年400万

円以下の

所得金額

⑬

年400万円を
超え年800万
円以下の所得
金額文は特'1
法人の年400
万円を超える
所得金額若し
くは清算所得
金額
  に動

年800万円
を超える所
得金額、軽
減税率不適
用法人の所
得金額又は
清算所得金
額

④

付 加

価値額

②

資本金

等の額

②

収 入

金 額

②

課税標準の分割に関:する明細書(その1)

第
十
号
様
式


